
令和８年度山口県フィルム・コミッション運営委託業務 

に係るプロポーザル応募要項 

１ 趣旨 

本要項は、「令和８年度山口県フィルム・コミッション運営委託業務」に係る業務委託候補

者を選定するための公募型プロポーザルについて、必要な事項を定めるものとする。 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

令和８年度山口県フィルム・コミッション運営委託業務 

（２）業務内容 

別添「令和８年度山口県フィルム・コミッション運営委託業務仕様書」（以下、「仕様書」

という。）のとおり。 

（３）委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（４）予算限度額 

４，７９９千円（消費税及び地方消費税を含む） 

３ 参加資格 

この手続に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は第２項に規定す   

る者でないこと。 

（２）県が発注する物品等の製造の請負、物品等の買入れ、借入れ及び売払い並びに業務の委託

の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申

請の時期及び方法等に関する告示（令和７年山口県告示第２１４号）に基づく資格審査に

おいて、大分類「07・企画・製作」小分類「04・広告・広報」、大分類「07・企画・製作」

小分類「05・イベント等の企画」又は大分類「07・企画・製作」小分類「06・イベント等の

運営」について登録している者であること。 

（３）本店又は支店、営業所等を山口県内に有していること。 

（４）この手続の開始の日から令和８年３月１８日までの間のいずれの日においても山口県の

業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領に基づく参加停止を受けてい

ないこと。 

４ 参加表明書の提出 

  この手続きに参加を希望する者は、参加表明書（様式１）を、持参、郵送、ＦＡＸ又は電子

メールにより提出すること。なお、ＦＡＸ又は電子メールにより提出する場合は、送信後、電

話で受信の確認を行うこと。 

（１）提出先 

   〒753-8501 山口市滝町１番１号 

山口県観光スポーツ文化部 観光プロモーション推進室 加耒（かく）あて 

   ＴＥＬ：０８３－９３３－３１７０ ＦＡＸ：０８３－９３３－３１７９ 

   E-mail：kanpro@pref.yamaguchi.lg.jp 

（２）提出期限 

   令和８年３月９日（月）１６時まで（必着） 



５ 提案書等の作成及び提出 

（１）提出書類 

ア 表紙（様式２） 

イ 企画提案書（任意様式、Ａ４版） 

    ・実際に履行可能な内容を記載すること。 

①企画提案 

    仕様書に示す内容について具体的に提案してください。 

②業務実施体制 

    当該業務を円滑に推進するための実施体制の詳細を記載してください。 

③類似業務の取組実績 

    類似業務の実績があれば、その実施内容を記載してください。 

ウ 参考見積書（原本は１部で可） 

   ・提案金額に係る積算内訳を明示すること。 

   ・消費税及び地方消費税を含むこと。 

   ・イの企画提案書の最終ページに添付すること。 

 エ 事業者概要（任意様式） 

   ・所在地や資本金、主な事業内容、従業員数など会社の概要が分かるもの。 

（パンフレット等、既存のもので可） 

（２）提出部数 

６部（正本１部・副本５部） 

（３）提出方法 

  持参又は郵送により提出すること。 

  なお、郵送の場合は書留とすること。 

（４）提出先 

〒753-8501 山口市滝町１番１号 

山口県観光スポーツ文化部 観光プロモーション推進室 加耒（かく）あて 

（５）提出期限 

  令和８年３月１８日（水）１６時まで（必着） 

（６）留意事項 

   提出された提案書等は、本公募型プロポーザルの業務委託候補者を決定するための資料

であり、業務実施に当たっては、委託候補者の提案書を基にして、山口県観光プロモーショ

ン推進室との協議により、実施するものとする。 

 

６ 質問の受付及び回答 

  この要項に関する質問については、質問書（様式３）の提出により行うものとし、郵送、Ｆ

ＡＸ又は電子メールによること。 

なお、ＦＡＸ又は電子メールにより提出する場合は、送信後、電話で受信の確認を行うこと。 

 

（１）提出先 

   〒753-8501 山口市滝町１番１号 

山口県観光スポーツ文化部 観光プロモーション推進室 加耒（かく）あて 

   ＴＥＬ：０８３－９３３－３１７０ ＦＡＸ：０８３－９３３－３１７９ 

   E-mail：kanpro@pref.yamaguchi.lg.jp 

（２）提出期限 

   令和８年３月９日（月）１６時まで（必着） 

（３）回答方法 

令和８年３月９日（月）までに参加表明書を提出した者全員に対して、電子メールにより

回答するものとし、当該回答は、本要項を追加又は修正したものとして取り扱う。 



７ 審査 

（１）審査方法 

令和８年度山口県フィルム・コミッション運営委託業務審査委員会（以下「審査会」と

いう。）において、書面審査を行う。 

審査会の委員が、提出された提案書等について、審査基準に基づき採点し、各委員の点

数の合計点が最も高い者を最優秀提案者（業務委託候補者）として選定する。 

（２）審査基準 

評価項目 評価のポイント 配点 

１ 全体（基本的事項） ○業務遂行能力があるか。 

○業務が確実に実施できる体制になっているか。 

〇明確な作業工程が設定されているか。 

〇機密情報の取扱い等に関する安全対策及び危機

管理体制は適切か。 

○類似業務の実績があるか。 

○県からの指示に迅速に対応できるか。 

３０ 

２ 各論 〇ロケ地に関する相談を受けた際等の支援に関す

る具体的な対応フローが示されているか。 

○ロケーションコーディネーターの活動内容が明

確になっているか。 

〇映像制作者や市町、施設管理者等との調整が円

滑に行える体制となっているか。 

○ロケ地等の情報収集、情報発信手法は適切か。 

〇状況に応じて、経費配分等を臨機応変に変更・

調整できる内容になっているか。 

６０ 
 
 

 

３ 参考見積書 ○積算内訳が明示されており、提案内容に応じた

所要額が適切に見積もられているか。 

１０ 

８ 審査結果の通知 

 審査結果は、提案者全員に対して、文書により通知する。 

９ 失格事項 

以下のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）提出書類が期限までに提出されなかった場合 

（２）提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

（３）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（４）この要項に違反すると認められる場合 

（５）その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合 

１０ その他 

（１）提案書の提出は、１者につき１件とする。 

（２）書類の作成等、提案に要する経費は、全て提案者の負担とする。 

（３）提出された書類は返却しない。また、提出された書類の追加、修正等は認めない。 

（４）この手続きの開始広告は、次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手

続きであるため、県議会において当初予算案が否決された場合は契約の締結を行わない。 

（５）この手続に参加した者が業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領に

基づく参加停止を受けることになった場合は、審査の対象とせず、又は契約の締結を行わ

ないことがある。 


